
「（仮称）三鷹市子どもの権利に関する条例」の制定に向けた
子どものワークショップに参加してみませんか？

事前の勉強は必要ありません。
子どものみなさんが感じていることや考えていることを

ぜひ聞かせてください。
みなさんのお申込をお待ちしています。

三鷹市子ども政策部 子ども家庭課
TEL：0422-45-3031
三鷹市子ども政策部 子ども家庭課
TEL：0422-45-3031

参加方法
同封の案内文に記載されている QRコード又はお電話
にてお申込ください。

12月15日日
生涯学習センターホール
（三鷹市新川6-37-1 三鷹中央防災公園・元気創造プラザ 4F）

午前の部  10：00～ 12：00（開場 9：40）

▼小学１～６年生：計20名
午後の部  14：00～ 16：00（開場 13：40）

▼中学 1年生～ 18歳（開催日時点）の方：計20名

場所
こんな事をするよ！

時間

ワークショップ

子どもの権利について
考える

［講義］  子どもの権利っ
てなんだろう？※

［グループワーク］

「私たちの権利
　　～守られている権

利、守ってほしい権利
～」※

「子どもにやさしいま
ちづくり

　　 ～三鷹市でこんな
取組があったらいいな

～」※

※タイトルは多少変更
になる場合があります

。

参加された方に
クオカード

1000円券を
プレゼント

令和６年

申込締切　令和６年11月８日（金）

主催・お問い合わせ・お申込
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